
 

 

 

「福井県立艇庫」の指定管理者候補者の選定について 

 

 

福井県立艇庫の指定管理者について、指定管理者候補者を次のとおり選定いたしました。 

 

 

   １ 団体名   美浜町 

 

   ２ 所在地   三方郡美浜町郷市第２５号２５番地 

 

   ３ 指定期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 

 

   ４ 選定理由 

      美浜町は、「ボートのまち美浜」を掲げ、県ボート協会と連携し、ボート競技の振興や競技力

向上を図っています。 

美浜町がボート競技の拠点である県立艇庫の管理運営を行うことで、より地域に根差した練

習、競技環境の提供および施設の有効活用を進め、ボート競技のさらなる普及拡大、選手強化

を図ることができます。 

したがって、当該団体に管理を行わせる必要があると認められることから、公募によら

ず、当該団体を指定管理者候補者に選定します。 

 

   ５ 申請団体数 

      １団体 

①  三方郡美浜町郷市第２５号２５番地  美浜町  町長 戸嶋 秀樹 

 

 ６ 今後、県議会に指定管理者指定の議案を提案します。 

     県議会の議決を得た後、正式に指定管理者に指定されます。 

 

令和３年１２月１５日 
交 流 文 化 部  

資料 No.3 



様式第１号（第２条関係） 

 
                           美 教 乙 第 ７ ４ ７ 号                  

                           令和３年１０月２２日 
 
 

  福井県知事 杉本 達治 様 
 
 
                 申請者 福井県三方郡美浜町郷市２５‐２５ 
                     美浜町長 戸嶋 秀樹 
               
 

指定管理者指定申請書 
 
 

  福井県立艇庫の管理に関する業務を行いたいので、福井県立体育施設の設置お

よび管理に関する条例第６条第２項の規定により、下記の書類を添えて、申請し

ます。 
 
 

記 
 
 
  １ 艇庫の管理の業務に関する事業計画書 
  ２ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表 
   その他財務の状況を明らかにする書類（申請の日の属する事業年度の前事 
   業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財 
   産目録） 
  ３ 申請の日の属する事業年度における事業計画書および収支予算書 
  ４ 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類 
  ５ 艇庫の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類 
  ６ 現に行っている業務の概要を記載した書類 
  ７ ボート競技に関する相当の知識、技能を有することを説明する書類 
   

 



 別紙様式２  

 

福井県立艇庫の管理の業務に関する事業計画書 

 

１ 団体の概要 

  ※「団体の種別」は、該当するものを○で囲んでください。 

  ※「同種の施設の管理運営業務の実績」には、艇庫の類似施設の管理運営実績を記入してください。 

団体の種別  財団法人 社団法人 株式会社 有限会社 NPO 法人 その他（市町） 

団体名 美浜町 
所在地 福井県三方郡美浜町郷市２５‐２５ 
代表者名 戸嶋 秀樹 
電話番号 ０７７０－３２－６７０８ 
FAX 番号 ０７７０－３２－９０３２ 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ boat@town.fukui-mihama.lg.jp 
設立年月日 － 

資本金（基本財産） － 
従業員数 令和３年４月１日現在 １８０人 

主な事業内容 
（必要に応じ別紙） 

・町政 
 
 
 
 

同種の施設の管理運

営業務の実績 
（必要に応じ別紙） 

名称 所在地 業務内容 運営期間 
Ｂ＆Ｇ 
海洋センター 

美浜町 
久々子 

・施設の管理運営 
平成８年～ 

現在 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提携団体名 

（複数の団体により構成されたグループにより申請する場合に記

入すること） 
 
 
 
 



２ 管理運営基本方針 

福井県立艇庫の管理運営を行うにあたっての基本方針 

 ・施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する。指定管理者として、施設の適   

  正な管理を確保しつつ、サービスの向上と経費の削減を図る。 

 ・ボート競技団体を中心に、青少年団体や社会教育団体が研修やトレーニングを行うた  

  めの施設の提供及び管理運営を行う。 

 ・ボート競技に関する指導及び助言を行う。 

 

３ 管理運営業務計画 

※（１）～（４）については年度ごとの取組みが分かるように記載してください。 

（１）利用者へのサービス向上についての取組み 

 ・施設を通年利用する団体と、施設利用について定例で協議する場を設け管理者と 

  利用者の両方の意思疎通を図り、より良い施設の管理運営に努める。 

  

（２）施設の利用促進についての取組み 

 ・ＨＰ等で情報公開を行い、スポーツ合宿等で施設利用の促進に繋げる。 

 

（３）施設の維持管理についての取組み 

 ・管理者が定期的に施設の見回りを行う。 

 ・通年施設を利用する団体と施設の管理についての取り決めを明確にし、適切な維持 

管理に努める。 

  

（４）利用料金収入の確保、経費削減についての取組み 

 ・スポーツ合宿等の誘致 

 ・研修会等を計画・開催し利用料の確保に努める。 

 

（５）利用者の要望等の把握および対応についての取組み 

 ・定期的に利用団体と話し合う場を設ける。 

 

（６）目標管理による業務の効果測定についての取組み 

 ・目標管理による業務の効果測定については、県スポーツ課と協議し実施する。 

 

（７）その他 

ア 艇庫の指定管理者を希望する理由 

 ・町で指定管理を受け施設を管理することにより、県立艇庫・ボートコースをより有効 

  に活用させていただくことが可能になり、ボート競技のさらなる普及および選手育成・ 

  強化を図ることができる。 

 



イ 外部委託の方針等 

 ・特になし 

 

ウ 緊急時の対応 

    副町長  町長  教育長 

 

 

教育委員会事務局長 

 

教育委員会事務局長参事、ボートの町美浜推進室長 

 

担当者・副担当者 

 

艇庫管理者（会計年度任用職員） 

 

エ 個人情報の取扱いについての考え方 

 ・個人情報の取扱いについては、美浜町個人情報保護条例に則り、厳重に管理し、漏洩 

  不正流用、改ざん等の防止に努める。 

 

オ 地域および関係機関との連携 

 ・福井県ボート協会、美浜町ボート協会及び利用団体と連携し施設の管理、大会運営、 

  自主事業を実施する。 

 

カ 自主事業その他の提案 

 ・福井県ボート協会・高体連ボート専門部 主催大会の開催 

 ・指導者、選手対象の安全講習会の開催 

 

４ 組織および運営体制 

（１）管理の業務を行う組織 

 ・担当課：教育委員会事務局 

  連絡体制図 

     副町長  町長  教育長 

 

 

教育委員会事務局長 

 

       教育委員会事務局参事 

 

担当者・副担当者 



（２）人員配置、業務内容および勤務体制等 

 ・開館時間に１名の人員配置を行う。（非常勤職員） 

また、教育委員会事務局の職員が兼務して管理を行う。 

 ・受付業務、清掃業務、施設維持管理業務。報告書等作成業務等 

 ・通年利用団体と今後、利用日等の調整を行うとともに配置が必要な時間帯を調整する。 

【人員配置】 

所属 職種 氏名 業務内容 勤務体制 資格 
教育委員会事務局 主事 荒木祐作 ボート振興 

施設管理 
月～金 二級小型船舶 

教育委員会事務局 会計年度 田邉義郎 施設管理 月～日 
内５日間 

二級小型船舶 

 

（３）職員研修および人材育成方針 

 ・施設管理に必要な研修会等に参加する。 

 

５ 令和４～８年度までの収支計画 

収 入                              （単位：千円） 

項目 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 合 計 備考 

使用料等収入 120 120 120 120 120 600  
町一般経費 3,966 3,966 3,966 3,966 3,966 15,864  

計（B） 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 20,430  

 

支 出                              （単位：千円） 

項目 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 合 計 備考 

給料 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 7,035  
職員手当 544 544 544 544 544 2,720  
消耗品費 50 50 50 50 50 250  
光熱水費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000  
修繕料 20 20 20 20 20 100  
役務費 162 162 162 162 162 810  
委託料 777 777 777 777 777 3,885  
使用料・賃借料 126 126 126 126 126 630  

計（B） 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 20,430  

 

差引（A）－（B）    0    0    0    0    0    0  

 


